
- 1 -

議案第６８号

市道路線の変更について

市道路線を別紙のとおり変更することについて，道路法第１０条第３項において準

用する同法第８条第２項の規定により，議会の議決を求める。

令和２年１１月３０日提出

取手市長 藤 井 信 吾

提案理由

市と岡堰土地改良区との間で協定を締結し，それぞれが管理する橋を明確にすると

ともに，旧取手市区域と旧藤代町区域の道路台帳を統合したことに伴い，市道路線を

整理するため，議会の議決を求めるものです。
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市道路線の変更

路線名
起点（番地先）

延長(ｍ) 幅員
最大(ｍ)

変更図
終点（番地先） 最小(ｍ)

2-4065 号線

変更前
岡 1958

488.80
4.00

１

岡 249-2 2.00

変更後
岡 1958

345.50
4.00

岡 207 2.70

2-4067 号線

変更前
岡 18-2

138.70
3.00

岡 188 2.70

変更後
岡 182-3

97.40
2.70

岡 190 2.70

2-4120 号線

変更前
岡 866

166.70
3.50

２
岡 1950 2.20

変更後
岡 866

83.10
3.00

岡 858-1 2.70

2-4146 号線

変更前
山王 1040

1061.60
3.00

３
和田 334 2.60

変更後
山王 1040

476.60
3.00

和田 548 2.70

2-4148 号線

変更前
山王 1275

876.70
3.50

４
和田 446 2.60

変更後
山王 1275

353.70
3.50

和田 513 2.60

2-4154 号線

変更前
山王 1039

669.90
4.30

５
山王 402-2 2.90

変更後
山王 1039

408.10
4.30

山王 1094 3.00

2-4251 号線

変更前
神住 138

780.60
6.70

６

神住 427 2.80

変更後
神住 138

387.70
4.50

神住 291 2.80

2-4255 号線

変更前
神住 148

671.10
4.70

神住 385 3.00

変更後
神住 148

278.70
4.00

神住 293 3.20
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2-4257 号線

変更前
神住 335

623.20
4.70

山王 675 2.70

変更後
神住 335

230.50
3.50

神住 319 3.50

2-4253 号線

変更前
山王 592

1023.00
4.60

７
神住 460 2.60

変更後
山王 592

753.00
3.00

神住 418 2.60

2-4264 号線

変更前
山王 702

437.40
4.50

８
山王 716 3.20

変更後
山王 702

343.30
4.50

山王 711 3.80

2-4265 号線

変更前
山王 732

452.60
4.00

９
山王 749 3.20

変更後
山王 732

334.00
4.00

山王 744 4.00

2-4266 号線

変更前
山王 766

461.50
3.80

１０
山王 779 3.20

変更後
山王 766

343.40
3.80

山王 776 3.60

2-4313 号線

変更前
中内 236

1510.90
4.00

１１
椚木 1400 2.40

変更後
中内 236

844.90
4.00

中内 380 3.70

2-4339 号線

変更前
山王 2120

838.10
5.20

１２
山王 576 3.70

変更後
山王 2120

401.40
4.30

山王 2144-2 3.80

2-4340 号線

変更前
山王 2061

792.30
5.50

１３
中内 551 3.30

変更後
山王 2061

391.60
4.20

山王 2084-1 3.30
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2-4341 号線

変更前
山王 10

748.80
3.70

１４
中内 582 3.10

変更後
山王 10

381.50
3.70

山王 1980 3.10

2-4377 号線

変更前
清水 145-2

950.20
6.00

１５
椚木 2081 1.90

変更後
清水 145-2

368.20
4.00

清水 83 1.90

2-4385 号線

変更前
清水 33

903.60
5.50

１６
中内 482 3.50

変更後
清水 33

371.60
4.00

山王 1920 3.50

2-5488 号線

変更前
平野 277

370.50
5.00

１７
平野 303 3.50

変更後
平野 277-2

203.10
3.80

平野 271 3.60

2-5505 号線

変更前
平野 231

862.00
6.50

１８
平野 400 3.70

変更後
平野 231

209.00
6.00

平野 190 6.00

2-4130 号線

変更前
岡 1469‐2

651.90
2.70

１９
岡 1553 2.50

変更後
岡 1469‐2

546.50
2.70

寺田 739 2.50

0154 号線

変更前
山王 1319‐1

137.80
8.50

２０
山王 1625‐2 6.00

変更後
山王 1319‐1

84.00
6.50

山王 1623 6.00

2-5166 号線

変更前
小泉 538‐3

647.10
4.20

２１
小泉 263 2.50

変更後
小泉 538‐3

405.10
2.50

小泉 269 2.50
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1-5256 号線

変更前
小文間 5965

1066.80
9.20

２２
小文間 2271‐1 3.00

変更後
小文間 5965

1022.70
9.20

小文間 2171-1 3.00

2-5792 号線

変更前
渋沼 1

652.70
5.50

２３
渋沼 1712 2.50

変更後
渋沼 1

428.50
5.50

渋沼 1663 4.40

1-5081 号線

変更前
小文間 5959

99.80
4.68

２４
小文間 5954 4.02

変更後
小文間 5958

110.00
4.68

渋沼 1637 3.30



測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

位 置 図

変更図１
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凡例

路線番号 延長 幅員

2-4065 488.80ｍ 2.00ｍ～4.00ｍ

2-4067 138.70ｍ 2.70ｍ～3.00ｍ

起点●・終点➔

凡例

路線番号 延長 幅員

2-4065 345.50ｍ 2.70ｍ～4.00ｍ

2-4067 97.40ｍ 2.70ｍ

起点●・終点➔

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

変更図１（変更前）

変更図１（変更後）

2-4065

2-4067

2-4067

2-4065
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測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

位 置 図

変更図２
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凡例

路線番号 延長 幅員

2-4120 166.70ｍ 2.20ｍ～3.50ｍ

起点●・終点➔

凡例

路線番号 延長 幅員

2-4120 83.10ｍ 2.70ｍ～3.00ｍ

起点●・終点➔

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

変更図２（変更前）

変更図２（変更後）

2-4120

2-4120
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測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

位 置 図

変更図３・４
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凡例

路線番号 延長 幅員

2-4146 1061.60ｍ 2.60ｍ～3.00ｍ

起点●・終点➔

凡例

路線番号 延長 幅員

2-4146 476.60ｍ 2.70ｍ～3.00ｍ

起点●・終点➔

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

変更図３（変更前）

変更図３（変更後）

2-4146

2-4146
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凡例

路線番号 延長 幅員

2-4148 876.70ｍ 2.60ｍ～3.50ｍ

起点●・終点➔

凡例

路線番号 延長 幅員

2-4148 353.70ｍ 2.60ｍ～3.50ｍ

起点●・終点➔

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

変更図４（変更前）

変更図４（変更後）

2-4148

2-4148
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測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

位 置 図

変更図５
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凡例

路線番号 延長 幅員

2-4154 669.90ｍ 2.90ｍ～4.30ｍ

起点●・終点➔

凡例

路線番号 延長 幅員

2-4154 408.10ｍ 3.00ｍ～4.30ｍ

起点●・終点➔

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

変更図５（変更前）

変更図５（変更後）

2-4154

2-4154
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測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

位 置 図

変更図６・７
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凡例

路線番号 延長 幅員

2-4251 780.60ｍ 2.80ｍ～6.70ｍ

2-4255 671.10ｍ 3.00ｍ～4.70ｍ

2-4257 623.20ｍ 2.70ｍ～4.70ｍ

起点●・終点➔

凡例

路線番号 延長 幅員

2-4251 387.70ｍ 2.80ｍ～4.50ｍ

2-4255 278.70ｍ 3.20ｍ～4.00ｍ

2-4257 230.50ｍ 3.50ｍ

起点●・終点➔

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

変更図６（変更前）

変更図６（変更後）

2-4257

2-4255

2-4251

2-4257

2-4255

2-4251
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凡例

路線番号 延長 幅員

2-4253 1023.00ｍ 2.60ｍ～4.60ｍ

起点●・終点➔

凡例

路線番号 延長 幅員

2-4253 753.00ｍ 2.60ｍ～3.00ｍ

起点●・終点➔

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

変更図７（変更前）

変更図７（変更後）

2-4253

2-4253
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測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

位 置 図

変更図８～１０
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凡例

路線番号 延長 幅員

2-4264 437.40ｍ 3.20ｍ～4.50ｍ

起点●・終点➔

凡例

路線番号 延長 幅員

2-4264 343.30ｍ 3.80ｍ～4.50ｍ

起点●・終点➔

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

変更図８（変更前）

変更図８（変更後）

2-4264

2-4264

- 19 -



凡例

路線番号 延長 幅員

2-4265 452.60ｍ 3.20ｍ～4.00ｍ

起点●・終点➔

凡例

路線番号 延長 幅員

2-4265 334.00ｍ 4.00ｍ

起点●・終点➔

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

変更図９（変更前）

変更図９（変更後）

2-4265

2-4265
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凡例

路線番号 延長 幅員

2-4266 461.50ｍ 3.20ｍ～3.80ｍ

起点●・終点➔

凡例

路線番号 延長 幅員

2-4266 343.40ｍ 3.60ｍ～3.80ｍ

起点●・終点➔

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

変更図１０（変更前）

変更図１０（変更後）

2-4266

2-4266
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測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

位 置 図
変更図１１

- 22 -



凡例

路線番号 延長 幅員

2-4313 1510.90ｍ 2.40ｍ～4.00ｍ

起点●・終点➔

凡例

路線番号 延長 幅員

2-4313 844.90ｍ 3.70ｍ～4.00ｍ

起点●・終点➔

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

変更図１１（変更前）

変更図１１（変更後）

2-4313

2-4313
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測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

位 置 図

変更図１２～１４
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凡例

路線番号 延長 幅員

2-4339 838.10ｍ 3.70ｍ～5.20ｍ

起点●・終点➔

凡例

路線番号 延長 幅員

2-4339 401.40ｍ 3.80ｍ～4.30ｍ

起点●・終点➔

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

変更図１２（変更前）

変更図１２（変更後）

2-4339

2-4339
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凡例

路線番号 延長 幅員

2-4340 792.30ｍ 3.30ｍ～5.50ｍ

起点●・終点➔

凡例

路線番号 延長 幅員

2-4340 391.60ｍ 3.30ｍ～4.20ｍ

起点●・終点➔

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

変更図１３（変更前）

変更図１３（変更後）

2-4340

2-4340
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凡例

路線番号 延長 幅員

2-4341 748.80ｍ 3.10ｍ～3.70ｍ

起点●・終点➔

凡例

路線番号 延長 幅員

2-4341 381.50ｍ 3.10ｍ～3.70ｍ

起点●・終点➔

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

変更図１４（変更前）

変更図１４（変更後）

2-4341

2-4341
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測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

位 置 図

変更図１５・１６
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凡例

路線番号 延長 幅員

2-4377 950.20ｍ 1.90ｍ～6.00ｍ

起点●・終点➔

凡例

路線番号 延長 幅員

2-4377 368.20ｍ 1.90ｍ～4.00ｍ

起点●・終点➔

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

変更図１５（変更前）

変更図１５（変更後）

2-4377

2-4377

- 29 -



凡例

路線番号 延長 幅員

2-4385 903.60ｍ 3.50ｍ～5.50ｍ

起点●・終点➔

凡例

路線番号 延長 幅員

2-4385 371.60ｍ 3.50ｍ～4.00ｍ

起点●・終点➔

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

変更図１６（変更前）

変更図１６（変更後）

2-4385

2-4385
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測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

位 置 図

変更図１７・１８
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凡例

路線番号 延長 幅員

2-5488 370.50ｍ 3.50ｍ～5.00ｍ

起点●・終点➔

凡例

路線番号 延長 幅員

2-5488 203.10ｍ 3.60ｍ～3.80ｍ

起点●・終点➔

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

変更図１７（変更前）

変更図１７（変更後）

2-5488

2-5488
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凡例

路線番号 延長 幅員

2-5505 862.00ｍ 3.70ｍ～6.50ｍ

起点●・終点➔

凡例

路線番号 延長 幅員

2-5505 209.00ｍ 6.00ｍ

起点●・終点➔

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

変更図１８（変更前）

変更図１８（変更後）

2-5505

2-5505

- 33 -



測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

位 置 図

変更図１９
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凡例

路線番号 延長 幅員

2-4130 651.90ｍ 2.50ｍ～2.70ｍ

起点●・終点➔

凡例

路線番号 延長 幅員

2-4130 546.50ｍ 2.50ｍ～2.70ｍ

起点●・終点➔

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

変更図１９（変更前）

変更図１９（変更後）

2-4130

2-4130
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測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

位 置 図

変更図２０
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凡例

路線番号 延長 幅員

0154 137.80ｍ 6.00ｍ～8.50ｍ

起点●・終点➔

凡例

路線番号 延長 幅員

0154 84.00ｍ 6.00ｍ～6.50ｍ

起点●・終点➔

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

変更図２０（変更前）

変更図２０（変更後）

0154

0154
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測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

位 置 図

変更図２１
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凡例

路線番号 延長 幅員

2-5166 647.10ｍ 2.50ｍ～4.20ｍ

起点●・終点➔

凡例

路線番号 延長 幅員

2-5166 405.10ｍ 2.50ｍ

起点●・終点➔

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

変更図２１（変更前）

変更図２１（変更後）

2-5166

2-5166
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測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

位 置 図

変更図２２～２４
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凡例

路線番号 延長 幅員

1-5256 1066.80ｍ 3.00ｍ～9.20ｍ

起点●・終点➔

凡例

路線番号 延長 幅員

1-5256 1022.70ｍ 3.00ｍ～9.20ｍ

起点●・終点➔

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

変更図２２（変更前）

変更図２２（変更後）

1-5256

1-5256
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凡例

路線番号 延長 幅員

2-5792 652.70ｍ 2.50ｍ～5.50ｍ

起点●・終点➔

凡例

路線番号 延長 幅員

2-5792 428.50ｍ 4.40ｍ～5.50ｍ

起点●・終点➔

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

変更図２３（変更前）

変更図２３（変更後）

2-5792

2-5792
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凡例

路線番号 延長 幅員

1-5081 99.80ｍ 4.02ｍ～4.68ｍ

起点●・終点➔

凡例

路線番号 延長 幅員

1-5081 110.00ｍ 3.30ｍ～4.68ｍ

起点●・終点➔

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 358
本製品を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得なければならない。

変更図２４（変更前）

変更図２４（変更後）

1-5081

1-5081
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